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平成１９年 施政方針演説 （平成１９年２月２１日） 

 

本議会に平成１９年度予算案を提出させていただきましたが、その概要をご説明申し

上げますとともに、市政運営に関します所信の一端を申し述べさせていただきます。 

 私は、まちづくりの展開、市民生活の向上を図るための基本的要素を、「生きる」「働

く」「暮らす」の３つの言葉にしてお示しいたしました。そして、まちづくりの目標と

して「元気な伊勢原・ふるさとづくり」を掲げ、各種課題に対応し、将来を見通し、適

切な選択をすべく全力を傾けて、市民の皆様の生活の向上、そして安心して生活できる

伊勢原づくりに取り組んでまいりました。 

 平成１９年度は、３度目の予算編成となりますが、この間、一貫して財政環境の厳し

さ、多様な行政ニーズの出現、行政の継続性の確保、といった諸課題が引き続いている

との認識のもとに、取り組んできました。  

 これまでの歩みを振り返り、そして、明日に向かうための努力と叡智を結集し、市民

の皆様のより良い生活を目指し、市政の舵取りを行ってまいります。 

 今日の日本の経済は、一時期のデフレ状況から脱却し、民間需要に支えられた景気回

復を続け、今後も持続的な成長を図っていく取り組みが行われています。  

 本市におきましても、法人市民税の増収が見込まれ、景気回復の兆しは見て取ること

ができますが、こうした状況が安定的に継続するかどうかについては、まだまだ予断を

許さないと考えています。 

 さらに将来的には、個人市民税が減尐していくことが予測され、地域の活力やにぎわ

いの発揮、雇用創出などに大きく寄与する産業振興策を推し進め、結果として、安定し

た財源としての法人市民税の確保を図る取り組みが重要であると考えます。 

マクロの視点では景気回復の実態が現れている状況はありますが、市民一人ひとりの生

活実感として受け止めることが出来るレベルまで到達することが、人々の気持ちを変え、

希望を持って暮らすことができるものとなるでしょう。 

 こうした社会環境における本市の財政状況は、制度改正により市税が増加する一方、

地方譲与税等の減尐により、その増加分すべてが財源として活用できる状況にはなく、

依然として厳しい環境の中での市政運営を行っていかなければなりません。 

 しかしこれまでに比べ、尐し光が差し込んできた状況になっているのも事実であり、

これを、より確実なものとし、明るさが見える予算とすることに心をくだいてまいりま

した。  

  平成１９年度予算の編成に当たりましては、平成１８年度予算編成の総括を踏まえ、

各種の取り組みによる施策・事業の精査、取捨選択を、これまで以上に時間と検討を重

ね、予算化の作業へと移行してまいりました。 

 いくら良い制度設計を行っても、それを実際に使う職員一人ひとりが本市の現状を理

解し、将来を展望し、そこに向かう姿勢と取り組みを示してくれなければ、旧態依然の

ままとなってしまいます。今回の予算編成において、改善すべき点はまだありますが、
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様々な分野、段階で、創意と工夫が発揮され、制度の運用・活用による一定の成果は得

ることができたと判断しています。具体的には、評価制度の施行、予算の枠配分制度は、

職員がその意図するところを理解し、正面から取り組んでくれたと受け止めています。 

 平成１９年度は、これまでの２年間の積み重ねの上に立ち、次のステップに向かうた

め、「耕し」、「種をまいてきた」施策について、芽を出させ、育てていくことに大き

な力を注いでいく時であると考えます。 

 この２年間、「改革」と「協働」を市政運営の柱に据え、 

１．子ども達の健やかな成長を支援するための環境づくり  

２．市民の皆様が日々の生活を安心しておくることができる環境づくり  

３．これからも活気あふれる町となるための取り組み  

について予算を重点配分し、まちづくりに取り組んで来ました。 

 これらに基づいて展開してきた施策や事業の成果を、これからは「確実に根付かせ」、

「育て」、さらに「花を咲かせ」、「実を成らせる」といった、次の段階へと歩みを進

めることが求められており、こうした市民の希望に応えていくことが大切であるといえ

ます。 

 「元気な伊勢原・ふるさとづくり」の目標実現に向けて、これからも「改革」と「協

働」を基本に、日々新たな気持ちで市政運営に取り組んでいきます。 

 そして、伊勢原市を取り巻く環境変化に対して、確実に、着実に対処していくことに

より、地域においても、市役所においても、時代の変化に立ち向かい、乗り越える「活

力」を生み出すことに力を注いでいきます。 

  

 いよいよ、２００７年問題が具体的な姿となって現れてきます。私たちが、これまで

経験したことのない、新たな波が押し寄せることとなります。地域社会や市役所組織が、

どのように変わっていくのか完全な予測はできませんが、対応しなければならない新し

い課題が現れてくることは確実です。 

 大きな社会変化が予測される中、新たな目標に向かうためには、市役所組織もこうし

た変化に対応していく体制を確立しなければなりません。 

 これまでの成果をもとに、さらなる効果的、総合的な施策展開を進め、次のステップ

につなげ、一層の市民の満足度や充足度の向上を実現するための組織体制に改編します。 

 「改革」と「協働」、さらにはこれまで推進してきた３本柱の一つである「子どもた

ちの健やかな成長のために」、新たな執行体制を構築します。 

 まず、乳児から青尐年までの各年代に対し一元的な取り組みを行い、一層の総合性を

確保するため、「子ども部」を新たに設置します。そして、市長部局と教育委員会とが

連携した中で、子育てに安心して取り組める地域づくりを進めていきます。  

また、私の市政運営の基本である、市民と共に考え実行していくための市民協働の推

進にあたっては、組織としての位置づけを明確にいたします。市民に対しては活動など
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を行うための総合窓口としての機能を発揮し、また市役所における先導セクションとし

て、取り組みの強化を図っていきます。 

さらに便利で、快適な生活をおくるための都市基盤整備を中心とした取り組みについ

ては、基本的インフラである道路、下水道の整備や管理を一体的、整合性を確保した取

り組みを行うために統合し、都市環境の向上を進めていきます。 

 多様な市民ニーズと新たな行政需要に対応するため、簡素で効率的な執行体制を構築

し、現下の課題解決と明日への道筋づくりに取り組んでまいります。 

  

 平成１９年度は、伊勢原市のまちづくりの指針である「いせはら２１プラン・後期実

施計画」の最終年度にあたります。言い換えますと、前期基本計画の５カ年が終了する

ことになります。 

 この計画は、市民や議会からの意見提示や議論のもとに策定された、伊勢原市のまち

づくりの指針であり、施策展開の基本となるものです。計画期間の最終年を迎えること

となり、計画に計上しました事業の着実な実施に努めていくことが、私に課せられた責

務でもあります。 

一方、計画期間が終了を迎えることは、新たな計画づくりが始まることでもあり、次

の計画にスムーズにバトンタッチし、行政の継続性の確保を図っていくことも大切なこ

とであると考えています。現在の計画の実現化と次の計画への橋渡しという、二つの観

点を持つことが求められる年であるといえます。 

 以上のような基本的考え方のもとに、平成１９年度予算の編成に取り組んでまいりま

した。 

 

 いせはら２１プラン後期実施計画では、計画の二大課題である「尐子・高齢社会の進

行」、「都市基盤の整備・充実」への着実な進展を図ると共に、私の市政運営の根幹で

ある「行財政改革を基本とした財政再建」、「市民参加により生まれるまちの活気」を

踏まえ、５つのテーマを設定しています。 

これまで、そのうちの３つ、 

１．子どもたちが健やかに成長するための環境づくり  

２．地域の力を強め、安心して暮らせるまちづくり  

３．地域産業がその特性を活かし展開するまちづくり  

を、当面の施策展開、重点化の切り口として提示し、これらに優先的な予算配分を行っ

てきました。また、テーマの一つである「市民参加の推進と市政運営の健全・合理化」

につきましては、「改革」と「協働」の展開により、取り組んできました。 

 残されたテーマの一つが「都市基盤の充実と良好な生活環境づくり」ですが、平成１

９年度は、この分野を大きく前進させる取り組みを行うこととします。 

 都市基盤の整備は、短時間でその成果が現れるものではなく、着実で地道な取り組み

と継続性・連続性が求められます。今日事業に着手しても、完成するのは５年後、１０
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年後となるものも多々あります。これまでの積み重ねの成果を活かしながら、今後に向

けてスタートしなければならない分野です。 

 尐子高齢社会が本市においても確実に進む中、市民生活の基礎・基本となる事業につ

いては、将来を展望し、都市のストックとして整備を推進し、市民生活や産業活動など

が円滑に行える環境を整えなければなりません。 

 都市として所持すべき各種要素や機能のバランスを確保したまちづくりを進めてい

きます。 

  

こうした考え方のもとに、平成１９年度は２つの大きな分野の前進に取り組みます。 

 一つとして、市民生活の利便性の向上と市街地整備のために、伊勢原駅自由通路の整

備を引き続き進めます。この事業は、平成１１年のバリアフリー化の検討が契機となり、

その後、様々な調整、協議を経て、平成１５年に現在の計画が確定しています。今年度

から工事に着手しましたが、バリアフリーの実現と本市の玄関としての整備を進め、市

民にとっても、伊勢原を訪れる人にとっても、便利で、快適な空間を創出し、商業・業

務の中心地域としての活性化を図っていきます。 

 次に、成瀬第二特定土地区画整理事業は、昭和５４年に土地区画整理促進区域の決定

がされ、その後、平成７年に事業認可を受け、今日に至っています。まちづくり交付金

制度の導入により、平成２１年度を目途とする計画が構築され、本市で最も大きな規模

の区画整理事業の完成が視野に入ってきました。この事業の完成により、石田地区から

大住台地区まで市街地が連続することとなり、本市のまちづくりにとって大きなインパ

クトを与えるものとなります。人口減尐社会が予測される中、まちの活気を生み出すた

めにも、早期の事業完了により町並みの形成を進め、市東部地区の新しい顔づくりに取

り組みます。 

 二つめとして、市民の日々の生活に直結し、生活環境の維持・向上並びに循環型社会

形成を目指す施策として、し尿等希釈投入施設と（仮称）リサイクルセンターの建設を

進めます。 

し尿等希釈投入施設は、公共下水道の１００％整備が見込めない中、本市が独自に取

り組まなくてはならなく、また早急な整備が求められる施設です。日々の市民生活に不

可欠な施設であり、安定的な稼働が必要です。建設予定地周辺の皆様のご理解をいただ

き、できるだけ早期の工事着手、利用開始に努力を重ねていきます。 

 （仮称）リサイクルセンターは、循環型社会への転換、環境問題への取り組み、ごみ

の処理・収集方法の変更など、これまでの取り組みから大きな一歩を踏み出すものです。

数年来、実施に向けての検討や努力を重ねてきましたが、独自の施設を建設する決断を

いたしました。モデル地区の皆様の協力により蓄積したノウハウや、これまでの収集・

処理システムを活かした「伊勢原モデル」の構築により、ごみの減量化、再資源化の一

層の推進を図っていきます。 
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 これらの施策、事業の実施にあたりましては、行政評価制度の成果を活かし、「選択

と集中」による取り組みや、予算編成におきましても、昨年度の反省を踏まえ、精度を

高めた「枠配分方式」を実施し、市民生活の向上を目指した予算を編成しました。 

  

 予算編成に当たっては、「入るを量って出るを制す」を基本に、平成１８年度当初予

算成立までのプロセス等を踏まえた課題等を総括した中、一つとして「枠配分方式」に

ついては、対象部局や対象事業を拡大しました。予算の要求額についてもすべての部局

で枠配分予算内に納め、一定の成果は現れたと考えています。 

 平成１９年度においても、人件費、扶助費などの義務的経費の増加が見込まれる中、

市民生活の向上を図るためには、取り組みが迫られる事業が山積していますが、特に平

成１９年度から短期間に取り組まなければならない課題への対応を図った予算となり

ました。 

 平成１９年度に取り組む４つの事業、 

１．し尿等希釈投入施設建設事業、  

２．（仮称）リサイクルセンター建設事業、  

３．伊勢原駅自由通路整備事業、  

４．土地区画整理事業(成瀬第二特定土地区画整理事業)  

への、予算措置が必要となったため、一般会計の予算額は大きな伸びとなりました。 

 こうした事業実施のための予算額を確保しなければならない状況において、本市財政

の健全化のみならず、土地開発公社や事業公社の経営の健全化にも十分配慮しつつ、「い

せはら２１プラン」を着実に推進し、重要施策大綱の事業を中心に市民の皆様の多様な

期待と要望にどのようにお応えしていくか、これが、予算編成上の最大の課題でありま

した。 

 そのため、国庫補助金や市債等を最大限活用することで、一般財源を圧縮するととも

に、行財政改革推進計画実施計画、市政現況説明会、「いせはら２１プラン」後期実施

計画計上事業のサマーヒアリング等の議論を基本に事業の優先度合いを精査し、予算の

編成を行いました。 

  

 本議会に提出いたしました一般会計並びに各特別会計の平成１９年度当初予算案の

概要について御説明をいたします。 

 はじめに一般会計を始めとした各会計の予算規模について申し上げます。 

 一般会計の予算規模は、２９６億７００万円で、平成１８年度と比較して ３０億２，

２６０万円、１１．４％の増加となっています。 

 特別会計の予算規模は、５会計の合計が２２３億２，３００万円で、平成 １８年度

と比較して２億３，４００万円、１．１％の増加となっています。 

 一般会計と特別会計の合計は、５１９億３，０００万円で、平成１８年度と比較して

３２億５，６６０万円、６．７％の増加となりました。 
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 なお、用地取得事業特別会計については、公共用地先行取得等事業債を活用して取得

をいたしました（仮称）高部屋コミュニティセンター用地について、平成１８年度に償

還が完了いたしましたことから、平成１９年度は予算計上いたしません。しかしながら

今後、生産緑地等を先行取得しなければならない必要性が生じることも想定されること

から、条例は廃止せずに必要に応じた活用をしていきたいと考えています。 

  

 一般会計予算の概要について申し上げます。 

 一般会計の予算規模が増加した主な要因は、普通建設事業費の増加によるものです。

先ほど申し上げました平成１９年度から短期的に取り組まなければならない４つの大

きな事業があります。 

１．早期の稼働が求められている、し尿等希釈投入施設建設事業  

２．平成１９年度に完成を目指した、（仮称）リサイクルセンター建設事業  

３．平成２０年度に完成を目指した、伊勢原駅自由通路整備事業  

４．平成２１年度に完成を目指した、成瀬第二特定土地区画整理事業  

以上の４事業の事業費は２５億４，５７５万４千円にものぼり、これらの事業により、

予算規模は、対前年度比１１．４％と大きな伸びとなっています。 

 これらの要因を除いた比較では、対前年度比４億７，６８４万６千円、１．８％の伸

びとなります。 

 ４事業以外の増加した要因としては、 

 １点目は、扶助費の増加です。児童手当支給事業費が乳幼児加算などの制度改正にと

もない増加することにより、７．６％増加しています。 

 ２点目は、物件費の増加です。物件費は、後期高齢者医療制度に伴う老人医療電算処

理事業費、平成２１年度の固定資産税の評価替に伴い賦課徴収事務費が増加することな

どにより、６．９％増加しています。 

 ３点目は、補助費等の増加です。秦野市伊勢原市環境衛生組合負担金は減尐しますが、

神奈川県後期高齢者医療広域連合分担金の増、高齢者福祉施設施設等整備助成事業費の

増、市議会議員選挙執行費の増など新たに負担する増額要因等により、４．３％増加し

ています。 

  

 歳入におきます一般財源の状況について申し上げます。  

 平成１９年度一般会計予算の一般財源額は、２０８億２，３０１万４千円で、平成１

８年度と比較して３億６，１０５万５千円、１．８％増加しています。 

 平成１９年度の市税は、三位一体改革に伴う所得税から個人市民税への税源移譲や定

率減税の廃止等の税制改正などにより、個人市民税が１２億４，１００万円、２１．６％

増加、法人市民税につきましても企業業績の回復傾向を見込、６億４，３４０万円、５

５．４％増加を見込むなど、市税全体では、２１億２，８６６万５千円、１４．３％の

増と大幅な増加を見込むことが可能となりました。 
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 また、税源移譲に伴い所得譲与税が約７億円減額となりましたが、臨時財政対策債は、

平成１９年度から２１年までの３年間は制度として継続されることとなりましたこと

から、これを活用することとし、一般財源を確保することができました。 

  

 市債について申し上げます。 

 市債は、平成１８年度対比１１億１，０２０万円、５２．２％増の３２億 ３，５９

０万円を計上しました。 

 特例債は、臨時財政対策債が制度継続されることとなりましたが、減税補てん債が平

成１９年度に廃止されたことにより、マイナス２億６，７２０万円、２３．９％の減尐

となりました。市債が大幅に増加した要因は、先ほど説明しました、平成１９年度に取

り組む土地区画整理事業を除く３つの普通建設事業に伴うもので、これら３事業に係る

市債額は、１５億 ４８６万１千円となります。これらの普通建設事業債を除くと、前

年度対比マイナス３億９，４６６万１千円となっています。 

 こうしたことから、市債の残高は、平成１８年度末見込みと比較して４．３％、１０

億３，５６４万８千円増加する見込ですが、継続的な市政運営と市民要望に応え、さら

に、短期的に取り組まなければならない事業に対応するために、市債を活用して必要な

財源を確保することも、やむを得ないものと判断しました。 

 一方、現状を直視し、今後、より一層の財政健全化に向けた取り組みを推進しなけれ

ばならないと決意を新たにしています。 

 また、公債費比率は、１１．２％、対前年度比マイナス０．４％と推計しております。 

  

 各特別会計予算の概要について申し上げます。 

 国民健康保険事業特別会計の予算規模は、平成１８年度と比較して１２億 ４，００

０万円、１４．０％増の１００億８，３００万円となり初めて１００億円台の予算規模

となりました。増額の主な要因は、退職被保険者の増加に伴う退職被保険者等療養給付

費の増加などです。一般会計繰入金は、歳出における保険給付費の増加分を国民健康保

険税の増加分等で賄えませんことから、平成１８年度と比較して６．６％増の、１１億

６，１２９万４千円を計上しました。なお、平成１６年度に終末処理場周辺整備基金か

ら借入をしました６，８２４万円と借入金に係る利息分につきましては、平成１９年度

に償還いたします。 

  

 下水道事業特別会計の予算規模は、平成１８年度と比較してマイナス９．７％、３億

９，５００万円減の３６億６，４００万円です。減額の主な要因は、整備を進めてまい

りました第３系列水処理施設整備事業が完了したことに伴う終末処理場整備事業費の

減尐などです。一般会計繰入金は、平成１８年度と比較して３．５％減の１１億９，７

３７万８千円を計上しました。 
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 老人保健医療事業特別会計の予算規模は、平成１８年度と比較してマイナス１１．

８％、６億５，１００万円減の４８億７，１００万円です。減額の主な要因は、対象者

の減や医療制度改正に伴う自己負担割合の引き上げ等による医療給付費の減額などで

す。一般会計繰入金は、平成１８年度と比較して４．１％減の３億８，３１７万円を計

上しました。 

  

 駐車場事業特別会計の予算規模は、伊勢原駅北口地下駐車場整備事業に係る用地取得

のための市債の元利償還等を行うため、平成１８年度と同額の１，６００万円です。一

般会計繰入金は、１，５９９万９千円を計上しました。 

  

 介護保険事業特別会計の予算規模は、平成１８年度と比較して １．３％増の３６億

８，９００万円です。増額の主な要因は、要介護・要支援認定者の増加等に伴う保険給

付費の増と地域支援事業の充実などです。一般会計繰入金は、平成１８年度と比較して

３．１％減の６億１，３５９万６千円を計上しました。 

以上が、特別会計予算の概要です。 

  

 平成１９年度予算における「三位一体の改革」の影響について申し上げます。 

 「三位一体改革」については、４兆円の国庫補助負担金改革と税制改正による３兆円

の税源移譲が実行に移されました。これによりまして、平成１９年度の個人市民税は、

税源移譲により８億８，９００万円の増収が見込めることとなりました。 

 しかしながら、その増収分とほぼ同額の所得譲与税の廃止や、税源移譲に伴う調整控

除の創設等のマイナス要因によりまして、税源移譲は財政的には決して明るい要因とは

なっていません。 

 さらに、国の関与を残した国庫補助負担金、補助率の引き下げ、交付金化など国庫補

助負担金改革は、未だ多くの課題が残されていると認識しています。 

今後、国と地方の役割分担を踏まえつつ、地方が担うべき事務と責任に見合った税源配

分に向けてさらなる改革に期待するところであり、地方交付税の不交付団体を含めた地

方財政の充実・強化に資する制度となるよう、市長会等を通して国に対し、地方自治体

の実情を踏まえた検討を強く働きかけてまいりたいと考えています。 

  

 平成１９年度重要施策大綱に定め、予算編成におきまして限りある財源を優先的・重

点的に配分することといたしました主な事業の内容について申し上げます。 

 子どもたちが健やかに成長するための環境づくり、としては、 

 児童コミュニティクラブ事業において、大山児童コミュニティクラブを開設します。

これによりまして、全小学校区すべてにおいて児童コミュニティクラブを実施していき

ます。 
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 また、平成１８年度に、県と共同で実施いたしました児童虐待防止モデル事業につい

ては、さらなる研究を深めるため、引き続き市の単独事業として実施するほか、子育て

支援センターのフリースペースの開所時間を１時間延長いたします。 

 さらに、新たな取組として、大山保育園と高部屋愛育保育園で障害児通所保育事業を

行います。この事業は、就学前のグレーゾーンを含む障害児を公立保育所に通所させる

ことで対象児童と在園児の健やかな育成を図ることを目的として、保育要件を満たさな

い場合でも、児童を受け入れることとしました。 

 また、ひとり親家庭に対する子育て支援策の充実として、就職、生活の安定に繋がる

資格の取得を支援するため、新たに高等技能訓練促進事業を開始し、母子家庭の自立支

援を図っていきます。 

 教育環境の充実としては、まず、施設面の整備として、小中学校校舎等の耐震補強工

事は、平成２１年度までの整備完了を目指した計画的な執行を行い、平成１９年度は小

学校校舎２棟と屋内運動場１棟の耐震補強工事及び小学校校舎２棟と中学校校舎１棟

の実施設計業務を行います。 

 また、成瀬小学校プールを、まちづくり交付金を活用し、防災機能を備えたプールと

して建替を行います。 

 小中学校のＩＴ環境の整備として、小学校における教育用コンピュータや小中学校に

おける教職員用コンピュータの整備を引き続き推進するとともに、ソフト面では、児童

生徒に対するきめ細やかな指導体制の充実を図るため、小学校１・２年生での尐人数学

級（３５人学級）を継続して実施していきます。 

  

 地域の力を強め、安心して暮らせるまちづくり、としては、 

 木造住宅の耐震化を促進するため、国の助成制度を活用し、木造住宅の耐震診断や耐

震改修工事への助成を新たに実施します。 

 また、地域における自主的な防犯活動を促進するため、パトセーバーなどの防犯資機

材の増備を行うほか、携帯通信端末等への防犯情報等のメール配信サービスを新たに開

始します。 

 防災対策については、防災資機材、防災行政用無線そして消防車両や消防水利の着実

な整備を推進し、平成１９年度は、水槽付消防ポンプ自動車や消防団車両を計画的に更

新するとともに、公共施設等整備基金を活用して４０メートルはしご車のオーバーホー

ルを行います。 

 なお、本年度は、神奈川県と本市合同の総合防災訓練が予定されており、これを機に

防災意識の高揚を図り、関係機関との相互連携体制を強化していきます。 

 市民の健康づくりの推進については、保健・医療に関するモデル事業で取り組んだ「か

かりつけ医」などの成果をより伸長するため、また医療制度改正に対処していくため、

地域の医療機関との連携を密にしていきます。  
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 ガン検診については、乳ガンのマンモグラフィによる検診対象年齢を３０歳まで引き

下げるとともに、５０歳以上の男性を対象として前立腺ガン検診を新たに実施し、疾病

の早期発見に努め、引き続き健康診査事業の推進に努めていきます。 

 （仮称）高部屋コミュニティセンターの建設については、地域におけるコミュニティ

センターのあり方等について検討し、実施設計等の建設に向けた取組を進めます。 

  

 地域産業がその特性を活かし展開するまちづくり、については、 

 高部屋地区の農村振興総合整備事業に着手します。村づくり交付金を活用して、高部

屋地域の特性に応じた農業生産基盤・農業環境基盤の整備を推進します。 

 大山・子易地域の活性化を図るため、観光を基盤とした大山・子易地域活性化プラン

を策定するとともに、市域の大山道や歴史文化遺産の調査研究、啓発普及事業を展開し、

市民のふるさと意識の醸成を図るために、新たにふるさとのこみち事業を行います。 

 また、新産業用地創出のため、北インター周辺地区と新産業軸としての都市計画道路

横浜伊勢原線沿いについて、利用可能地の抽出や法規制の解決に取り組み、企業誘致の

促進を図ります。 

  

 都市基盤の充実と良好な生活環境づくり、としては 

 伊勢原駅自由通路整備事業は、まちづくり交付金を活用し、平成２０年度の完成を目

指して整備を推進し、平成１９年度中には北口エスカレータの供用を開始します。 

 成瀬地区の雨水対策として、成瀬中学校に雨量計を設置するとともに、市民の皆様が

安全で安心して暮らせるよう浸水被害の解消を図るため、浸水対策に着手します。 

 都市計画道路の整備は、牛塚下原線の着実な整備促進を図るとともに、西富岡馬渡線、

田中笠窪線の用地取得等を行います。また、市民生活に密接に関係する生活道路につい

ては、市道改良事業や舗装打換事業の推進に努めるとともに、日常生活の利便性や住環

境の維持改善を図るため、排水施設や舗装改修を行い、適正な機能確保を行う生活道路

改善事業に新たに取り組むこととし、皆様の要望に応えていきます。 

 成瀬第二特定土地区画整理事業は、まちづくり交付金を活用し、健全な市街地形成の

ために関連事業との調整・協議を行いながら、平成２１年度の完成を目指した事業推進

を図ります。一体的に整備を進めている丸山城址公園については、国庫補助金を活用し、

用地取得の完了を目指します。 

生活環境の改善と確保のため、し尿等希釈投入施設の早期完成を目指すとともに、容器

包装プラスチックなどの分別収集を平成２０年度から開始するため、（仮称）リサイク

ルセンターを平成１９年度に建設し、ゴミの資源化、焼却ゴミの減量化の推進に取り組

んでいきます。 

  

 市民参加の推進と市政運営の健全・合理化、としては、 
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市民参加の推進については、一層の市民活動を促すための（仮称）伊勢原市市民活動促

進指針を策定し、市民と行政の協働の基本理念を明らかにするとともに、市民活動を促

進するため、（仮称）市民活動サポートセンターの設立に向けた取組に着手し、市民協

働の仕組みの構築を進めます。 

市政運営の健全・合理化として、平成１８年度に導入した施設予約システムの運用の

充実を図るとともに、平成２０年度の稼働を目標に、戸籍電算システムの開発に着手し

ます。 

 また、平成１９年度から電子入札システムを行うとともに、公平・公正な入札制度の

導入と大幅なコスト縮減を目指し、条件付き一般競争入札制度を導入します。 

 以上、平成１９年度の施政方針並びに予算編成大綱について申し述べました。 

  

 人口減尐時代を迎え、これからは経済活動を中心に様々な分野で規模や質が変容する

ことが予想されます。分権改革も進み、自己決定・自己責任の原則に基づく自律した都

市経営を行うことが求められています。市民の皆様と力を合わせて「元気な伊勢原・ふ

るさとづくり」を目指し、今後とも初心を忘れず市政発展のために全力を尽くす覚悟で

ございます。 

 

 


